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4 (2)① 84 柳ケ瀬広場整備事業

4 (3) 85 岐阜駅北中央東地区第一種市街地再開発事業

4 (3) 85 岐阜駅北中央西地区第一種市街地再開発事業

4 (3) 86 岐阜市中心部地域都市再生総合整備事業（岐阜駅周辺地区整備事業）

4 (3) 86 ＜再掲＞柳ケ瀬広場整備事業

4 (3) 87 金公園活用事業

4 (3) 87 金岡公園再整備事業

5 (4) 89 岐阜市柳ケ瀬健康運動施設事業

5 (4) 90 岐阜市柳ケ瀬子育て支援施設事業

5 (4) 90 徹明分団本部建設事業

5 (4) 91 徹明公民館改築事業

5 (4) 91 本庁舎跡活用事業

5 (4) 92 旧若宮町支店跡地活用事業

6 (4) 94 まちなか居住支援事業

7 (1) 96 大規模小売店舗立地法の特例措置

7 (2)① 96 さんぽde野外ライブ

7 (2)① 97 岐阜まつり協賛道三まつり

7 (2)① 97 岐阜市産業・農業祭～ぎふ信長まつり～

7 (2)① 98 空き店舗対策事業

7 (2)① 98 せんい祭

7 (2)① 99 柳ケ瀬ジュラシックアーケード

7 (2)① 99 ぎふ市民健康まつり

7 (3) 100 シティプロモーション冊子及びホームページを活用したプロモーション

7 (3) 100 ＜再掲＞空き店舗対策事業

7 (3) 101 Ｗｏｏｄ Ｇｏ！！

7 (3) 101 信長楽市

7 (3) 102 ぎふしスタートアップ支援事業

7 (3) 102 事業創造支援補助金（スタートアップ支援補助金）

7 (3) 103 リノベーションまちづくり事業

7 (3) 103 シビックプライド事業

7 (3) 104 みんなの森　ぎふメディアコスモス季刊紙発行

7 (4) 105 テレビ・ラジオ等による広報

7 (4) 105 高橋尚子杯ぎふ清流ハーフマラソン

7 (4) 106 サンデービルヂングマーケット

7 (4) 106 岐阜市中小企業融資制度（新産業振興資金・みらい戦略資金【重点施策枠】）

7 (4) 107 移動販売車事業

7 (4) 107 中心市街地活性化支援事業

7 (4) 108 まちなか活性化活動拠点施設運営事業

7 (4) 108 岐阜駅周辺イルミネーション事業（駅とまちを光でつなぐ杜のイルミネーション）

7 (4) 109 メディコス「文化の広場」交流事業

7 (4) 109 ビジネス支援事業

7 (4) 110 図書館発！まちづくり事業

8 (3) 112 シェアサイクル事業

ページ 事業及び措置名章
[２]具体的事業の

内容における区分



 

■地区表現にかかる用語の定義 

本計画において、地区表現にかかる用語については、概ね次のように定義している。 

中心市街地 本計画の計画区域である約 155ha 

中心部 中心市街地及び周辺地域の都心 11 地区（金華、京町、明徳、徹明、

梅林、白山、華陽、本郷、木之本、加納、加納西） 

柳ケ瀬 都市再生緊急整備地域における柳ヶ瀬通周辺地域(約 9ha)を中心とす

るエリア。ただし、「柳ケ瀬地区」は、都市再生緊急整備地域におけ

る柳ヶ瀬通周辺地域を指す。 

岐阜駅周辺 都市再生緊急整備地域における岐阜駅北地域(約21ha)を中心とするエ

リア。ただし、「岐阜駅周辺地区」は、都市再生緊急整備地域におけ

る岐阜駅北地域を指す。 

つかさのまち周辺 みんなの森ぎふメディアコスモスと岐阜市役所が立地する「つかさの

まち」を核とする、公共施設が多く集積するエリア(約 55ha) 

※前期計画（3期目）では岐阜大学跡地周辺と表記 

 

 

 


